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１ 指導について
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１ 指導について

＜指導の目的＞

サービスの質の確保と保険給付の適正化

集団指導：事業者が適正なサービス提供を行うために、遵守すべき制度の
内容の周知徹底等を図る。

実地指導：介護保険施設等ごとに、介護サービスの質、運営体制、介護報
酬請求の実施状況の確認のため、事業所で実施する。
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２ 実地指導の主な指摘事項



主な指摘事項 １
事故発生時の対応について

＜指摘事項＞

指定認知症対応型共同生活介護の提供により利用者が救急搬送される事態などが発生して
いたが、「介護保険事業者等 事故報告書」の作成及び区への提出がなかった。

＜ポイント＞

事故が発生した場合、事業者は速やかに関係者等への連絡を行い、第１報は、遅くとも５
日以内を目安に提出してください。また、事務処理が済み次第、項目を全て記載した事故報
告書を遅滞なく提出し、事故の発生及び再発防止に努めてください。

 「介護保険事業者等 事故報告書」の作成及び区への提出などについては、以下をご確認
ください。

＜事故報告書等＞ ※資料として添付しております以下の内容をご確認ください

・「介護保険事業者等 事故報告書」の作成及び提出の留意点について

・介護保険事業者等 事故報告書

・介護保険事業者等における事故発生時の報告取扱要領
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主な指摘事項 ２
利用者からの費用徴収について

＜指摘事項＞

処遇上必要となった福祉用具について、利用者負担を求めていた。

＜ポイント＞

車いすや歩行器などの処遇上必要となった福祉用具は介護報酬に含まれる
ため、 利用者負担を求めることができません。

但し、個人の希望で利用する場合を除きます。

＜参考通知＞※資料として添付しております以下の内容をご確認ください

・「利用者からの費用徴収について（通知）」
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主な指摘事項 ３
介護給付費等の費用の徴収について

＜指摘事項＞

利用日数よりも多い日数分の介護給付費、介護給付費の自己負担及
び食材費等を、徴収していた。

＜ポイント＞

利用者から支払いを受ける際は、費用の内訳を明確にし、利用者が
負担することが適当と認められるものについて受け取ってください。
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主な指摘事項 ４
身体的拘束等の適正化について

＜指摘事項＞

１ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催の間隔が、３月を超えて実施されていなかった。

２ 身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修について実施されておらず、また実施計画が無かった。

＜運営基準ポイント＞

当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはなり
ません。

※身体的拘束等の適正化を図るため以下の措置を行っていない場合は、身体拘束廃止未実施減算が適用されます。

①やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を
記録しなければなりません。

②身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を、３月に１回以上開催するとともに、その結果について、介護従
業者その他の従業者に周知徹底を図ってください。

③身体的拘束等の適正化のための指針を整備してください。

④介護従業者その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に開催してください。

身体的拘束等の適正化のための従業者に対する研修は、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発
するとともに、当該事業者における指針に基づき、定期的（年２回以上）開催するとともに、新規採用時には、必ず実施す
ること。
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主な指摘事項 ５
秘密保持等について

＜指摘事項＞

サービス担当者会議等において利用者の個人情報を用いているが、
利用者の同意を、あらかじめ文書により得ていない。

＜運営基準ポイント＞

サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は
利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の
同意を、あらかじめ文書により得ておかなければなりません。
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主な指摘事項 ６
自己評価・外部評価の実施等について

＜指摘事項＞

各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検（自己評価）と、第三者の観点からサービスの評価
（外部評価）を行っていない事例を確認した。

＜ポイント＞

年に１回以上、自己評価及び外部評価を行い、その結果を公表することが義務付けされています。令和３
年４月１日から外部評価については、従来の外部評価機関による評価に加えて、運営推進会議を活用した評
価が可能となりました。

運営推進会議を活用する場合には、サービスの改善及び質の向上を目的として自己評価を行い、その自己
評価結果について、運営推進会議において第三者の観点からサービスの評価（外部評価）を行うことができ
ます。

＜参考＞ ※資料として添付しております以下の内容をご確認ください

• 「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97 条第７項等に規定する自己評
価・外部評価の実施等について

• 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第３条の37第１項に定める介護・医療連
携推進会議、第85条第１項（第182条第１項において準用する場合を含む。）に規定する運営推進会議を活
用した評価の実施等について
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３ 令和６年度介護報酬改定における
改定事項について

＜参考＞ ※資料にリンクを添付しております、以下の内容をご確認ください
・厚生労働省 老健局「令和６年度介護報酬改定における改定事項について」

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230633.pdf
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＜改定事項＞
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業務継続計画の策定等

感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定認知症対応型共同生活介護の提供を
受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、必要な研修及び訓練（シ
ミュレーション）を実施してください。
但し、感染症に係る業務継続計画、感染症の予防及びまん延防止のための指針、災害に係る業務継続計

画並びに非常災害に関する具体的計画については、それぞれに対応する項目を適切に設定している場合に
は、一体的に策定することとして差し支えありません。

＜必要な措置＞
① 感染症に係る業務継続計画及び災害に係る業務継続計画の策定
② 感染症及び災害係る、研修及び訓練（シミュレーション）の実施

→それぞれ２回以上実施

＜参考＞ ※資料にリンクを添付しております、以下の内容をご確認ください

・厚生労働省のホームページに掲載されている「介護施設・事業所における業務継続計画（Ｂ

ＣＰ）作成支援に関する研修」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaig_kou
reisha/douga_00002.html
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虐待の防止について

虐待の発生またはその再発を防止するため、以下の措置を講じてください。

① 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催
② 虐待の防止のための指針の整備
③ 虐待の防止のための従業者に対する、年２回以上の研修の実施
④ 虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者を置くこと

※運営規程において、虐待防止のための措置に関する事項を定めてください

＜参考＞ ※資料にリンクを添付しております、以下の内容をご確認ください

・東京都保健福祉財団「養介護施設従事者等による高齢者虐待防止に役立つ資料等の
リンク集」
https://www.fukushizaidan.jp/105kenriyougo/link/
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（その他 １）衛生管理等
感染症の予防及びまん延の防止措置に関すること

感染症が発生し、又はまん延しないように、以下の措置を講じてください。

① 感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の開催
→おおむね６月に１回以上開催

② 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備
③ 感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の実施

→それぞれ年２回以上実施

※具体的な取り扱いについては、厚生労働省のホームページの「介護事業所等向けの新型コロ

ナウイルス感染症対策等まとめページ」をご参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_ko
ureisha/taisakumatome_13635.html
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（その他 ２）
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参照法令等

●介護保険法：平成９年12月17日法律第123号

●介護保険法施行規則：平成11年３月31日厚生省令第36号

●区条例第９号：平成25年３月15日大田区条例第９号「大田区指定地域密着型サー
ビスの事業の人員、設備、運営等に関する基準を定める条例」

●基準省令解釈通知：平成18年３月31日老計発第0331004号・老振発第0331004
号・老老発第0331017号「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介
護予防サービスに関する基準について」
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【eラーニングで視聴した場合】

回答フォームに必要事項を入力し、送信してください。

【YouTubeで視聴した場合】

（１）様式のダウンロード方法

大田区HP＞MENU/総合案内＞生活情報＞福祉＞社会福祉法人・福祉サービス事業者等の指導監査
(検査)＞集団指導(介護)＞確認報告書兼アンケート

（２）提出方法

必要事項を記入し、電子メールで提出してください。（難しい場合に限りFAXで提出可）

大田区福祉部福祉管理課法人指導担当

E-mail hojin-shido@city.ota.tokyo.jp

電話 03-5744-1215 FAX 03-5744-1520

「受講確認報告書兼アンケート」 の提出について
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